
様式第1号(市民活動団体提案事業)

令和3年度募集国分寺市提案型協働事業「提案」胃ぐザm \'
ク

国分寺市長殿
収受

令和3年11月2日

団体の所在地国分寺市内藤1-5-38

団 体 名Npoまちづくりサポト国分寺

代表者氏名龍神瑞穂：:

ぼ)

ほ)本人がキ言き(署名)しない場合は, 。6名し押印してくださレ、。

次のとおり提案します。なお, 会員名簿.担当者連絡先を除き公開を承諾します。

国分寺ェリアの「野川整備計画」の早期実現の気

運醸成のため「野川源流スタール」(自慢できる源

1提案事業名 流のまちへ)開講事業

2提案事業期間

3提案事業予算

4提案概要

(事業目的, 内容等

を400字以内でご記

入くださレ、。この欄

の記載内容は, ホー

ムページ等で公表し

ます。)

(適合する, おの施策または事務事業名：緣と建築課)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

610,500円

市はこれ迄「野川に関する懇談会」等実施してきているが、ポ民

の理解は必ずしも進んでおらず、野川の源流も知らない市民も存

在し、1982年以来の整備計画があることも知られていない現状

がある。

今、防災上.環境上もこれ以上の放置はできない状況である。

そこで、市民の野川源流に対する知識と理解を深めるため下記の

事業を市と協働で行う。

ぜ

し野川源流スタールジュニア(小学生対象)

1小学校での野川源流散策と座学

2国分寺ェリアの野川の地図作り

3野川検定(ジュニア検定)の実施

(座学成果確認と野川への関心を高めるため、合否は問わず、

自己採点とする)

{主な内容}

多自然川づくりへの知育

.水質.植生.水生生物.昆虫.外来種等
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5添付書類

-治水、防災面での課題(豪雨, 地震対応等未整備)

2.野川源流スクールシニア(高校生以上対象)

1講習会実施

2国分寺ュリアの散策実施

3野川検定(シニア検定)の実施

一級・ ・ ・講習会講師資格

二級...散策案内者資格

以上

V提案書(2号様式)1&2
ゴ収支予算書(3号様式)
□団体概要書(4号様式)
□定款又は規約
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様式第2号-1(市民活動団体提案事業)

団体名Npoまちづくりサボート国分寺

1提案事業名

2事業の目的

(解決すべき社会

問題・地域課題,

事業の意義や必要

性について)

3事業の内容

(事業の目的を達

成するために何を

する力、)

国分寺ェリアの「野川整備計画」の早期実現の気運醸成のため

「野川源流スクール」(自慢できる源流のまちへ)開講

東京都「野川整備計画」の早期実現への気運醸成を図る。

国分寺に1級河川野川の源流が、存在することさえ知られていない現実

を早急に改善する。

併せて、豪雨対広が遅れている現実を認識し、防災意識の高揚を図るこ

とが急務である。

そこで、状況を実践的に学ぶため、「野川源流スクール」を開講する。

(子供達から親へ)

野川の存在と未整備の現実を実践的に、広めるため

小学校の授業で取り上げ、親であろ大人の理解も進める。

①野川スタール(ジュニア・シニア)での座学.講習会と、散策

.国分寺ェリアの野川(L 75 k m)を対象

.ジュニアは、座学、散策、野川源流の地図作り

.シニアは、講習会と散策

・日立中央研究所大池の見学を検討

②「野川検定」の実施

・教本と検定問題の作成

.「シニア」講習会と検定の同時開催も検討。

.「ジュニア」は、自己採点とし、合否は問わない

4事業計画

(事業の実施スケ

ジ�づレ)

令和4年

1.野川源流スクールジュニア

.各学校との調整と散策ルートの決定(令和4年4月～6月)

-座学の内容の整理と講師選定(令和4年4月～9月)

.座学用教本の作成(令和4年4月～9月)

・座学、散策、地図づくり実施(令和4年10月～順次)

.日立中央研究所大池の見学を検討(余和4年4月～5月)

.野川検定(ジュニア検定)問題作成(令和4年6月～9月)

・野川検定(ジュニア検定)の実施(令和4年12月以降)

2.野川源流スクールシニア

.講習会の内容整理と講師選定(令和4年4月～9月)

'講習会用教本の作成(令和4年4月～9月)

・野川検定(シニア検定)の問題作成

・講習会、散策、検定の実施(令和4年10月～順次)
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5目標値 1

(事業期間で達

成する目標) 2

「野川源流スクールジュニア」の市内小学校3校(一小.四小.七/J

を予定)での実施

「野川源流スタールシニア」の講習会.散策と検定を実施

(今後の散策案内者, 座学講師候補を養成すろ)
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様式第2号-2 (市民活動団体提案事業)

団体名NPOまちづくりサポート国分寺

6事業の対象

(地城, 具体的対象

者, 対象総人数等)

7事業の実施場所

「野川源流スタールジュニア」は、小学生4年生200名

「默川源流スクールシニア」は講習会.散策.検定は、各2回

1座学は、市内小学校(一小.四小.七小)

2散策は、市内野川周辺

3講習会.シニア検定は、市内公共施設

8役割分担

(具体的に)

<提案団体が担う役割>

・座学講師の確保及び講習会講師の選定

.プログラムの企画.コーディネイト

・散策の実施

.教本の作成

'検定(ジュニア・シニア)問題の作成

.検定(ジュニア・シニア)の実施

<市が担う役割>

・座学及び講習会講師の選定(協議)

.プログラムの企画.コーディネイト(協議)

・講習会・検定場所の確保

.ジュニア・シニア各教本.検定問題の確認

.広報(参加者の募集)

9目標が達成された

状態

10市と協働する意

義及び必要性, 協

働による相乗効果

(検定合格者20名)

「野川整備計画」の早期実現の気運が

.スクール受講者

ジュニア受講者2 0 0名

シニア受講者 5 0名

.敷川に対する関心が深まり、

一定程度高まっている。

「戰川整備計画」の早期実現は、市を挙げての積年の取組課題である

と同時に、市民の気運醸成は必須の課題である。

本事業は、正に協働事業の特性を生かせるものである。

加えて小学生に対する訴求は、将来の市民の野川への認識を深める事

ができる。

また、本事業により、市の歴史や環境への認識高揚の効果が期待さ

れろ。
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11事業実施後の展開

(成果の活用方法又

は, 提案団体の自主

的な活動展開等)

本事業が、NPOと市が手を携えながら協働事業として定着し、

「野川源流スクールj力S、環境教育’まちづくりへの市民参加の

きっかけともなり得ろ。

NPOとしても、継続的な課題として取り組んでいきたい。

本事業により、野川スクールの散策案内者.講師陣の養成が進み

野川スクールの循環的拡大が図れる。
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様式第4号(市民活動団体提案事業》’ �

団体概要書

糸枠の大きさは, 字数制限を表すものではありません。枠を広げて必要な事項を記入してください。

すこだし,簡潔に分かりやすく記入してください。

団体の名称

ひひナ》 マチプクリサポートコタプンジ

NPOまちづくりサポート国分寺

所在地

〒185̶0033

国分寺市内藤1丁目5番地3 8

設立年月日

会員の状況

活勤目的

平成20年 1月29日

年会費

年会費

3. 00 ON
正会員数 2 L人’団体

(内国分寺市民 人)

賛助会員数. 人

., 圓体

この法人は、広く.一般市民を財象としてン国分寺市まちづくウ条例及び国

分寺市環境基本条例に則した'、市民と行政とのjまちづくりを支援するた

め、まちづくりに関する情報提供.相族.支援等を行い, 住み統けたいま

ちふろさと国分寺の実現に寄キすることを目的とする。

活動内容, 活動実.市民活動■支援
績 .国分寺百最の辱示.公開
(既に協働による委托.■授業の支援(九小、五小)
事業等の実績がある.街歩きの出張講座(座学と街歩き》. ‘

・公募型協働事業「国分寺市職員■派遣事業参加j

'市民フェステイバルの参加.

瘍合には,

名1委託契約先名,

委託時期を記入して.冊子f国分寺の新田物語J刊行販売
下さい。)

�� *-»�. �/\ -��.'̶ �? htt :/A-w.machisa o-kokubun'i. i

担当者速絡先



特定非―活動法人まちづくりサポk

卜国％寺といラ(

第1章德則

(を称》

第1条この法人は、特定非̶j活動法人まちづくりサボ…I

(事務所)

第2条この法人は、主たる, 所を̶都■̶市内,丁目5̶3 8に懷く。

(目的)

第3条この法人は、広く一段市民を■として、国分寺市まちづくり■及び菌分寺市環廣基

本条例に則した、お民と行政との■によるまちづくりを支媛するため、まちづくりに関

する .相酸’―等を行い、住み銃けたいまちふるさと国分寺の実現に齊与する

ことを目的とする。

(特定非き利活動の―〉

第4条この法人は、前条の目的を̶するため、次の̶の特̶j活勤を行う。

(1)まちづくりの̶を図る活動

(2) .保全を國る活勤

(3)以上の活動を行う面体の運営又は括勘に廣する―、助雷又は援助の活勅

(―の■〉

第5条この法人は、第3条の目的を̶するため、特̶蛍利活劇こ係る̶として、次の̶

を行う。

(X)まちづくり及̶画等に糖する情報の収集,

①まちづくり及̶菌に擁する情報の収集, ̶

②̶に関する̶の̶* ̶

(2)まちづくり及̶画に廣する廣査*研究.̶額

(3)まちづくりに顯する相後.ま援̶

(4)地方公共囲体等からのまちづくりに瘍する業務の受耗̶

(5)まちづくりに関する警-�1

①機関紙、

③イペンi

第2寒会良

別》

第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定弗営利活■進法《以下[法と
いう。」)上の̶とする。

(1)正会長この法人の目的に焚同して入会した錮人及び団体
(25繁助会員この法人の目的に焚同して養助するためにみ会した錮人と団体

(入会)

第7条会員の入会については、特に̶は定めない。
2会員として入会しようとする者は、理̶ぜ別に定める入会申込番により、理事長に申

し仏むものとする。

3理̶は、前填の申し化みがあったとき、正当な理由がない限ジ、入会を秘めなけれぱ
ならない。



4理̶は、第2項め者の入会を露めないときは、速やかに理由を侍した番面をもゥて

本人にその旨を̶しなければならない。

(入会きぴ会資)

第8条会員は、理̶において別に定める入会金及̶脅を納入しなければならない。
(会員の齊格の喪失)

第g条会員が、次の各号の一に核当する̶には、その資格を̶する。

(1) ̶雇の提出をしたと含。

(2)本人が死亡し若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団伴力嘲鎮したとき。

(3)糖鎭して1年な上会資を海納したとき。

(4) ̶されたと含-

(退会)

第10条会貝は、理事長が別に定める̶届を理察長に提出して、任意に̶することができる。

(除名)

第n条会員が次の各等の…に歓当する̶には、韓会の̶により、これを̶することがで
ぎる。

(1)この̶に̶したとき。

(2)この法入の名替を傷つけ、スは目的にぼする行為をしたとき。

2 ̶の栽定により会員を除名しようとする̶は、̶の前に妻核会員に弁明の機会

を与えなげればならない。

̶の不■)

第12条耗に納入した入会金、会資その他の雜出金品は、̶しない。

第3章役員

(■及び�

第13条この法人に、次の̶を置く。

(1)理事5人供上8人以内

(2)監事1人以上2人以内

2理察のうち1人を とし、1人ぬ2人以内を商 とする。

(遺̶)

第H条理事及̶事は、総会において選任する。

2理寧長及̶理̶は、理事の互遺とする。

3 ̶のうちには、そ̶れの̶について、その起餌̶しくはヨ等以内の.が…

3分の1を超免て食まれることになってはなちない。

4法第20条冬等のいずれかに歓当する者は、-この̶の役嚴になることができない。

5監事は、理事又はこめ法人の̶を̶てはならない。

(載務)

第15条理̶は、この法人を代表し、その業務を̶する。

2爾理̶は、理̶を捕位し、理̶に事敢あるとき又は理̶が欠けたときは、理事

長があらかじめ指名した類坪によって、その̶を�#る。

3理事は、理̶を構成し、この̶の定め及̶会又は理̶の̶に基づき、この法

人の業務を執行する。



4監黎は、次に揭げる̶を行う。

(I)理事の藥だの炊祝を̶すること。

(2)この法人の財産の状況を■すろこと。

(3)前2号の規定による̶の結果、この法人の藥務又は街産に関し不ェの行為又は法
令若しくは̶に違及する重大な̶があることを発見した̶には、これを緯会又

は所轄官庁に報告すること。

(4》前晋の報告をすろためにか要がある̶には、総会を招集すること。

(5)理♦の業たの拔没又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。

《■等)

第l6条役貴の任期は、2年とする。ただし再任を紡げない。

2捕欠のため、又は増員により就任した役員の■は、そMれの前任者又は現任者の任

期の残■簡とする-

3役員は、■又は任斯漠了後においても、後任者が就任するまでは、その■を行わな

ければならない。

は員播究》

第17条理摩又は̶のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けだときは、̶なくこれを

補赤しなければならない。

《解任)

第18条役員が次の各号の一核当する̶には、総会の̶によ<3.これを解任することができ
ろ。

《1)心身の̶のため、̶の遂行$こ堪えないと鶴ネられるとき。

(2)̶上の その他役員としてふさわしくなンポ為があつたとき。
2前項の規定により役員を̶しようとする̶は、鶴決の前に当拔役員に弁明の機会を
与えなけれぼならない。

第19条̶は、その総数の3分の1以下の箱囲内で̶受けることができる。
2役員には、その̶を̶するために要した資用を弁懷する.ことができるg

3前2項に鍵しお廣な■は、総会の■を経て、理̶が別に定める。

第4章会議

《種別》

第20条この法人の会鶴は、総会及̶の2種とする。

2総会は、通常総会及び臨時檢会とする。

(総会の構成》

第21条総会は、正会員をもって構成する。

第ね条総会は、以下の̶について̶する。

(15 ■の変更

(2)解散及̶併

(3)会貝の鯨

(4)事業許面及び収支予算並びにその変更



(6)役員の還ほは―、■及

(7)借入金(その■年度内の収入をもって像,る■備入金を除く。第盤条におい

て-じ。》

(8)その̶たな̶び.の.

じのその他道常に瘍する

第23条通̶会は、每年1回簡傷する。

2臨■会は, 次に掲げる̶に圓傷する。

(1)理黎会が必要と餌め、招集の請求をしたとき。

(2)花会貫糖数の5翁の1以上から会議め目的秦節栽した暴面により招集の請求があゥ

たとき。

(3)監事が第1s条第4項第4母の規定ドいて招集するとき。

第な条総会は、前条第2項第3号の̶を除いて、理事長が招集する。

2理察長は、前■2̶1母及び第な母め規定による請求があゥたときは、その自から

3 0日以内に臨̶会を招集しなければならない。

3 .緻会を招集するときは、会鶴の日時、瘍所、目的及び審鶴̶を̶した書面により、

園傷の日の少なくとも5日前までに̶しなけれぼなちない。’

第25条驗会の嬢長は、その総会にぼ席しすこ正会員の中から選出する。

(総会の定■》

第26条―は、正会貴̶の2分の1供上の出廣斜なければ園会することはできない。

第27条雜会における̶は、第24条第3項の規定によゥてあらかじめ̶した̶とす

るg

2総会の̶は、この̶に規定するものめぼか、ほ席した五会員の適̶をもウて決し

・同数のときは、̶の決するところによる。

第28条各正会員の表決権は̶なものとする。’

2やむをえない理由により̶に出席できない正会員は、あらかじめ■されすこ̶につ

いて、̶をもって表決し、又は德め正会貴を代gとして表決を委任することができ

l

3 ̶の規定により表決した正会員は、前2条及̶条第1項の適用については、緯会に

出席したものとみなす。

4緣会の̶について、特別の利害翻孫を有する正会長は、その̶の̶に加わること

ができない。

(糖会の

第29条総会の鶴事については、次の̶を̶した雜̶を作成しなけれぼならない。
(1)日時及̶所

(2)正会貫総̶び出廣者数(寄面表決者又は表決̶者がある̶にもつては、そ



人2名が、̶押印又は̶

の数を付記すること。》

(3)春

(4)鶴事の■の概要及.の結果

(5)譲事 人の遺任に関する̶

2 には、鶴長及̶会において遺任された

しなければならない。

(理̶の構成)

第30条理̶は、理事をもゥて構成する。

(理■の権能)

第31条理̶は、この̶に別に定める̶のぼか、次の̶を̶する。

(1)檢会にせ鶴すべき̶

(2)総会の.した̶の̶に関する̶

(3)入会■き資の鎭

(4)事務局の̶及び蓮紫

(5)その他緣会の̶を要しなレ、業務の執行に擁する̶

《理事会の開催)

第32条理事会は、次に填げる̶に廣催する。

(1)理̶が必要と認めたとき。

(2)理 の2分の1な上から理̶の目的である̶を記栽した蜜面により招集

の請求があったとき-

(理̶の招集)

第33条理̶は、理̶が招紫する。

2埋̶は、前条第g号の̶による請求があったときは、その日から14日以内に理

驗を招集しなけれぼならない。

3理事会を招集するときは、会嬢の日時、揚所、目的及び̶を記栽した寮面に

より、蘭傷の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第34条理�の綴長は、理̶がこれにあたる。

(理きの愁決)

第35条理̶における̶は、第3 3条3填の規定によってあらかじめ逸知しすこ̶とす

So

2理̶の̶は、理事総数の適̶をもって決し、可否同数のときは、鶴長の決する

とこるによる。

第泥条各理事の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由のため理̶に出唐できなレ、理事は、あらかじめ̶された̶につ

いて̶をもって表決することができる。

3前巧の規定により表決した理事は、前̶び次条第1項の適用については、理̶に出

'席したものとみなす。

4理̶の̶について、特別の利寄関係を有する理事は、その̶の.に加わること

ができない。



第37条理̶の■については、次の■を■した■録を作成しなければならない。
(l5日時及び■

',出席者̶び出席者氏名(書面表決者にあゥては、その旨を付記する

2

(2)

ことJ

(35審

(4)

(5)

の結果

人の違任に関する̶

uこは、̶及びその会鶴において達任された族

しなければならない。

人2名が、̶押印又は

第5章資産

■の構成)

第38条この法人の資産は、次の各号に揭げるものをもって構成する。
(1)殺立当初の財産目錄に̶された資産

(2)入会̶き費

(3) ̶金品

(4)財蜜から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(€卜その他の収入

(資産の区分)

第39条この法人の資産は、特定弗紫利活勅に孫る̶に瘍する資産の̶とする。
(資産の管理》

第肋条.この法人の資産は、理̶が管理しその方法は、緯会の̶を-て、理̶が別に定
めるg

第6章会酢 �

(会計の原則》

第41条この法人の会許は、法第27 ̶号に掲げる原則に従って行わなければならないや
(会針の区分)

第益条この法人の会針は、特̶胎勤に孫る̶会許の̶とする。
■年逝

第43条この法人の■年度は、’■4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるA
(■■ 及びチ算)

第M条この法人の事̶爾あぴこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに
理̶が作成レ総会の̶を経なけれぼならない。

(暫定̶

第45条前条の想定にかかわちず、やむを得ない埋由により予算が成立しないときは、理̶は、
想̶の̶を経て、チ算成立め日まで前̶年度の予算に準じ'ま出すること滅で
ぎる。

2前項の収Mほは、新たに成立した予算の'支出とみなす。

■翁〉

第鎮条予算、は予算丹の支出に充てるため、予算中に予備養を段けることができる。



2 ̶資を̶するときは、理事会の̶を経なければならない。

げ算の̶及び更正〉

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の̶を経て、既定予算の̶又

は'をすることができろ。

(■報を及ま算》

第拓条この法人の̶報告、財産目錄、袋借対照表及びぼ許算書等決其に菌する̶は、-

事葉年度終了後、逮やかに、理事長が作成し、監察の̶を受け、緯会の■を経なけ

ればならない。

2狭算̶余金を生じたときは、次事案年度に緣り越すものとする。

《臨機の̶)

第49条チ算を持って定めるもののほ力、惜Mの借�その̶たな̶の負担をし、又は権

利の■をしようとするときは、総会の̶を経なければならなも\

第7章̶の変更、解散及び合併

(■の変更)

第50条この法人が̶を変更しようとするときは、韓会に出廣した正会員の4分の3以上の多

数による鶴洗を経、力、つ、法第25条第3項に規ぼる軽教な̶を除いて所糖斤の認征

を得なければならない。

(解数》

第51条この法人は、次に掲げる察由により解̶るb

(1)総会の決鶴

(2)目的とする特̶蛍利括動に係る事業の成功の不能

(3)五会員の欠乏

(4)識

(5)欲産芋銃開始の決定

(6)所轉庁による殺立の露髄の取穂し

2前項第I号の事由によりこの法人ポ ろときは、正会員緯数の4分の3な上の承籍

を得なければならない。

3第1̶2昏の塞由により解せるときは、̶庁の露定を得なければならない。

第62条この法人が解欺(合併又は̶手練簡始の決定による解飲を除く。》したときに残存す

る財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において̶した者に るもの

とする。

險併》

第53条この法人が̶しようとずるときは、給会において疋会貝総数の4'分の3以上の鶴決を

経、かつ、所轄庁の‘を得なければなちない。

第8章̶のガ法

《̶の方法〉

第54条この法人の̶は、この法入の瘍示塀に揚示するとともに、官報に揭載して行ラ。

第9章事務局



第55条この法人に、この法人の寒務を̶すろため、̶局を.する。

―の■

第56条事箱局長及̶員の̶は、理事長が行う。

(■及̶鉛

第57条 t、総会のまを経て、理黎長が別に定める。

第10章雑則

(細則》

第58条この̶の貧行について必要な細斯は、理おの̶を経て、理事長がこれを定める。

�

1

2

この̶；ま、平成21年g月2 6日から施行する。

この法人の殺立当初の役員は、次のとおりとする。

̶長

■麟

理事

$

察

事

事

理

理

理

理

理

監

事

事

麟

須崎

富田

本磁

鶴神

保坂

栽本

薪保

健史

英夫

職

潔

久幸

�e

嫌

�J�

直糖

3こ■人の̶当初の̶の■は、第16条第1項の親定にかかわらず、
こ̶人の成立の日から平成2 0年5月31日までとする。

4この法人の段立当恕の■年度は、第43条の規定にかかわらず、こほ人の成立の日か

ら平成2 0年3月3 1日までとする*

5この法人の殺立当初の.菌及び̶予算は、第"条の̶にかかわらず、段立緯会
の定めるところによる。

6この法入の設立当初の入会金及�費は、第8条の■にかかわらず、次に揭げる額と
すろ。

(1)入会金正会員(傷人、団体》 1, 0 0 0巧

(2)̶資正会員(侮人、団体》 3, 0 0 0円

̶会貝(錮人、圓体》1口10, 0 0 0巧〈1口以上)
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I.収入

費目

会資3.000X12
雜収入
f年度金
合ま

I.支出

項目

1.まちづ〈リサボート
国分寺の管理‘運営

2.環境保全に関ずる情
の収集と提供

3.まちづくyに関する普
及啓発

令和3年度収支予算計画(案)
(令和3年4月1日̃令和4年3月31B)

モ算額 備考::雑収入は冊子販売及び出張講座收入見込み

38,000

40,000

503,160

684,160

第4き議案

単位：円

細目 i予算額

適信運搬費

消耗品等

慶甲費

ホームベージの更新

印刷製本費

保険料

計

環境関係の資料收集およぴ提供

活動費

出張講座

i

!

!

i

I
!
i

卜
f国分寺の新田物語j販売 I
市民活動フェスティパル及びぶんぶんウオーク

参如

ii-

合 きt

I
i

備考

5,000

2,000

5.000

30.000

5.000

6.000事業所保険

53力00

2.000

30,000

10.000

5.QOO

7,000

52.000

30.000

137.000

m.次年度への繰越見込額

繰越額 547,160



取式第12号(法第2 8条関係》

平成の年度事業報告書

平成3t年4月！日から令和2年3月3 1日まで

特定非営利活励法人まちづくりサポート国分寺

1事葉の成果
NRO立ち上げ以来取り組んできた[広義のまちづくりjの成果を活かし1[住み続けたいまちふるさと
国分キJの実現を目指して、以下の取業に取り組んだ。特に懸案であった"まちを知り1愛着を持ゥ
てもらう"ためのツールとして、小冊モ[国分寺の新旧物語jを編染、刊行を実現しt。

2車業の実施に関すろ域項
(I》特定非営利活動に孫る黎業 単位:千円

取紫名 車業内容 與施
B時

まちづくりに
る情報の収
供、及び支
談取業

まちづくり市民活動団-
の支援、相談

*年

まちづくりに関する情’年
の収集̶

s分寺�欺の展示.公開’年

分寺百最散策ルート.
ップの販売

年

ホームページの更新.,Ti年

綴境保全に簡す
る情報の収族.境学習の支援
提供支援事業

まち歩き

6月

,11月

まちづくりに

る普及*啓
業

出張講座 1び

市民活動フュステイバ/
への参加

j、冊子f国分寺の新田
まjを刊行、販売

月

l月.

協働事業 .年

ひかりプラザ人

市内 人

お内

分寺市立
五小̶

1A

A

市内 人

市内 1人

ひかりプラザ6人

市内 10人

ポ内 3人

市民400人

市民

1 2万人

お民

1万人

市民
60人

市民, 姐20人

7民20人

市民
4 0 0人

市民12万人

市民

1 2万人

s

g(
u

s

費
金
 
o
 
ア
.

葉
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れ
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入
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番式.パ3号(法‘ 2 8条係

平成31年度活動計算書

平成3!年4月1日～令和2年3月31日まで

料

#収益
1受取会数

疋会眞受敗会数

目

特定非営利活・励法人まちづくりサポート国分寺
(取位：R)

金 頻

36.000

2その他收益
百最ルートマップ充ウ上げ
溝座収入
「国分寺の新旧物語j充上

橫金利息

6,700

10,000

74.000

7

経常収益計
a経請我用

】取遂殺
(1)活動遮愛毀

講座進紫殺
フェスティパル参加理営資.
冊モ刊行
活動亜置毅計

(2》その他径殺
Hp運蛍経廣
交通費等
因啓費
消耗品疲
印刷製本欽
保陵料
その他経費許

斯業費許
2管理費

その想経費
消耗品殺
会雄費
通信遇搬探
保険料

その想経廣許
管理費計

経常費用許

ffl.IV経常外収益, 経常外費用共になし

&0 7の

12,198
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